
時間

⽣活⽀援員
養成研修事前説明会

～やさしさを届ける活動～

参加者募集！

事前説明会受講要件
・⽣活⽀援員活動に興味のある⽅、活動希望の⽅
・おおむね⽉２回以上の活動が可能な⽅
・令和6年4⽉1⽇時点で70歳未満の⽅(学⽣不可)
・養成研修受講希望の⽅は必ずご参加ください

 ⽣活⽀援員とは？ 

 安⼼サポートセンターでは、判断能⼒に不安があり、⽇常⽣活に⽀障を感じておられる、認知症や
障がいのある⽅の⽇常的⾦銭管理や福祉サービスの利⽤⼿続きを⽀援する「⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業」
を実施しています。
 この事業で利⽤者の⾒守りや⽣活費のお届け等を⾏う「⽣活⽀援員」の養成研修の事前説明会を開
催します！「認知症⾼齢者や障がい者を⽀える活動をしてみたい！」とお考えの⽅や、活動に興味が
ある⽅は、ぜひご参加ください！

参加費
無料

社会福祉法に定められた判断能⼒に不安の
ある⽅の権利を守るための制度で、各地の
社会福祉協議会が実施しています。

⽇時 令和5年

時間

場所
神⼾市中央区磯上通3-1-32
（裏⾯に地図有）

こうべ市⺠福祉交流センター201教室

10 12⽉ ⽇

有償
活動

【主催】社会福祉法⼈�神⼾市社会福祉協議会 安⼼サポートセンター

◎WEBフォームまたは電話・FAXにてお申込みください▶
078-271-2250

お申込み
お問合せ 078-271-5358

資格
不要

14時00分～15時30分
内容 ①日常生活自立支援事業と生活支援員の役割

②養成研修の受講について　など

注意事項

申 込 締 切

9⽉29⽇（⾦）

 ⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業とは？ 

主なサービス内容
・⽇常的な⾦銭管理の⽀援
・福祉サービスの利⽤⼿続き等の⽀援

定期的に利⽤者の⾃宅等を訪問して⽣活
費をお届けし、⽣活の変化を⾒守ります。

FAX

（⽊）

平均⽉１〜２回程度の有償活動です！
※神⼾市社協のパート職員として雇⽤します。
 (１年契約<更新あり>)
※時給1,030円(R5.8現在)×活動時間＋交通費実費を⽀給。



会 場

内 容

定 員

申 込

アクセス

⽇程 科⽬

【1⽇⽬】
11⽉24⽇（⾦）

・権利擁護の諸制度
・⾼齢者の理解（認知症）
・精神障がい者の理解

【2⽇⽬】
11⽉30⽇（⽊）

・知的障がい者の理解
・利⽤者⽀援・傾聴
・⽣活保護制度

【3⽇⽬】
12⽉8⽇（⾦） ・⽣活⽀援員の活動

   ふ り が な ：
  お 名 前 ：                                                    年齢：

住　  所：　　　　市　　　　　区

 FAX 078-271-2250

♦令和5年度⽣活⽀援員養成研修 ⽇程予定♦ 

こうべ市民福祉交流センター

生活支援員活動に必要な知識を
学びます。

30名（予定）
※定員を超える場合は抽選

事前説明会に参加された方

※事前説明会で申込書をお渡し
　します。

こうべ市民福祉交流センター
神戸市中央区磯上通3-1-32

○JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神「神戸三宮」駅、
　市営地下鉄西神・山手線「三宮」駅から徒歩15分

電話番号：　　　―　　　　　―

〒

ご記入いただいた個人情報については、本研修にかかる事務以外には使用いたしません。

3日間・計9時間　いずれも午後開催予定

生活支援員養成研修事前説明会 参加申込書              安心サポートセンター宛
※定員を超えた場合のみ連絡します。連絡の無い限り当日直接会場へお越しください  。　　　　　　　

FAX：　　    ―　　　 ―

メールアドレス：
備 考 欄 ：配慮を要する方はこの欄にご記入ください

○市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　徒歩10分

３日間とも出席できる方
(補講日あり)

○ポートライナー「貿易センター駅」下車徒歩5分

○市バス⑦系統「市民福祉交流センター前」
                                                    バス停下車すぐ

FAX用


